
緊急時対応マニュアル 

 

 

 

 

 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第七葛西小学校 (江戸川区西葛西７－８－１) 

TEL０３－３６８８－４８９１ Fax０３－３８６９－２１９８ 

葛西警察署 TEL ３６８７－０１１０ 

葛西消防署 TEL ３６８９－０１１９ 

南葛西出張所 TEL ３６８０－０１１９ 

区役所 TEL ３６５２－１１５１ 

教育委員会指導課 TEL ５６６２－１６３４ 

セコム TEL ３６５２－５３６０ 

近隣の小学校との情報の共有 

警察等関係諸機関からの 

情報提供要請 

江戸川区教育委員会への 

情報の提供・確認 

情報をもとに 

状況判断 

【震度 5 弱以下】 

・震度５弱以下だが低学年だ

けでの下校は危険 

↓ 

連絡メール・電話連絡 

↓ 

状況が安定した時点で 

集団下校 

緊急事態発生 

第七葛西小学校 

火災対応 地震対応 

【震度５強以上】 

・警戒宣言の発令 

・震度５強以上の大地震で 

大きな災害 

↓ 

学校で安全確保 

↓ 

保護者へ引き渡し 

・学校内で火災 

・学区内で火災 

（児童だけでの下校が危険） 

↓ 

学校で安全確保 

↓ 

・連絡メール・電話連絡 

・校門に対応策等を掲示 

↓ 

保護者へ引き渡し 

震度５強以上・・・保護者の引き取りがない児童、保護者に連絡がつかなかった児童は、引き取りがあるまで学校で待機。 

震度５弱以下・・・ 

 

 

・学校内での事故 

・通学路での事故 

・学区内で凶悪事件の発生 

（児童だけでの下校が危険） 

・区内だが、学区に隣接しな

い地域で凶悪事件が発生 

↓ 

プリントまたはメールで 

情報提供 

 

事件・事故対応 

原則として下校。低学年だけでの下校が危険な場合は集団下校。ただし、保護者が帰宅困難であると

事前に届け出がある場合は学校で待機。 



 

地震対応マニュアル 

 
◎ 一次（初期対応） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２回目人員確認 

 

 

 

 

 

◎ 二次 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【震度５弱以下】 

 〇区の指示を待ち、学区域の安全が確認されたら、児童を下校させる。(集団下校) 

 〇公共機関が止まっている場合には、児童を学校に留め置く。 

 

【震度５強以上】 

 〇児童の引き渡しについて保護者に連絡する。 

 〇引き渡しカードで行う。 

非常放送（副校長） 

「ただいま大きな地震がおきています。教室にいる人は机の下にもぐりり

なさい。校庭・体育館の人はそれぞれの場所の中央に集まりなさい。」 

学校災害対策本部 

各学年教諭・主事 

校舎内外の目視によ

る点検 

情報の収集 

 

情報収集 

地震発生 

(警戒宣言の発令) 

最終確認 

各学年教諭・主事 

各階に逃げ遅れた児童は

いないか校内を見回る 

養護教諭 

応急手当など 

各学年教諭 

非常持ち出し袋、学

級旗をもち、１回目

人員確認を行う。 

負傷者の保護 人員確認 

〇年〇組 在籍〇名 欠席〇名。現在〇名 異常(あり・なし)です 

非常放送（副校長） 

「このまま校舎にいては危険です。校庭の南側に避難します。お・か・し・

もの約束を守って避難開始。」 

児童への対応 

・安全確保 

・下校体制（生活指導主任） 

 

保護への連絡対応 

・緊急連絡メール(教務主任) 

・学校ホームページ(情報主任) 

・防災行政無線等 

関係機関との連絡調整 

・校長 

・副校長 

 

 

学校災害対策本部 
（管理職・企画委員） 

・対応協議 

・校長意思決定 



火災対応マニュアル 

 
◎ 一次（初期対応） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

       

      ２回目人員確認 

 

 

 

 

 

 

 

◎ 二次 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保護への連絡対応 

・緊急連絡メール(教務主任) 

・学校ホームページ(情報主任) 

・防災行政無線等 

・校門に対応策を掲示 

非常放送（副校長） 

「緊急放送。緊急放送。火災発生。〇〇より出火。お・か・し・もの約束

を守って避難開始。」 

児童への対応 

・安全確保 

・下校体制（生活指導主任） 

 

関係機関との連絡調整 

・校長 

・副校長 

 

 

学校災害対策本部 
（管理職・企画委員） 

・対応協議 

・校長意思決定 

〇年〇組 在籍〇名 欠席〇名。現在〇名 異常(あり・なし)です 

火災発生 

 

学校災害対策本部 

最終確認 

各学年教諭・主事 

各階に逃げ遅れた児童は

いないか校内を見回る 

各学年教諭・主事 

主事室に行き、発報

場所を確認。消火器

をもち初期消火を行

う 

養護教諭 

応急手当など 
各学年教諭 

非常持ち出し袋、学

級旗をもち、１回目

人員確認を行う。 

負傷者の保護 人員確認 

情報収集・初期消火 

通知 

各学年教諭・主事 

近くの非常ベルを押

し、「火事だ〇〇より

出火と叫ぶ」 

通報 

各学年教諭・主事 

「火事です。江戸川区立第七葛西小学

校です。住所は江戸川区西葛西７－８

－１です。〇〇から出火しました。児

童は・・・。現在の様子は・・・。」 

 


